
山形県高等学校体育連盟拠出金細則 

 

第１条 拠出金は分担金とする。 

   分担金の積算基準額は、１名につき全日制 1,100 円、定時制・通信制 800 円の教職員数分  

（校長・教頭・教諭・養護教諭・常勤講師・実習教諭）及び生徒数分とする。 

第２条 拠出金算定の基準は５月１日付け在籍数とし、原則として当月末日まで納入するものと 

する。 

 

   附  則  

平成元年度より改正施行 

    平成 ９年２月 20 日一部改正 

    平成 15 年４月 23 日改正施行 

       平成 17 年４月 27 日改正、平成 18 年４月１日施行 

 

 


